
浜田市告示第 60 号  

 

浜 田 市 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施

行規則（平成 17 年浜田市規則第 239 号）第 3 条の規定により、電子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方

法により行うこととする行政手続を次のとおり告示します。  

 

 

  令和 7 年 4 月 1 日  

 

 

浜田市長  久保田  章市  

 

 

  浜田市関係人口応援プログラム活動支援事業補助金交付申請書  

 


